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第２１表 
平成３１年４月７日執行和歌山県議会議員一般選挙 

 

臨時啓発方針  
 
１ 趣   旨  
   平成３１年４月７日に執行される和歌山県議会議員一般選挙に際

し、有権者に対し投票総参加ときれいな一票の行使を積極的に呼び
かけるとともに、候補者及び選挙運動関係者に対しては選挙運動に

おける法令の遵守を呼びかけ、明るくきれいな選挙の実現を図る。  
 
 
２ 実 施 機 関 
  和歌山県選挙管理委員会  
  市町村選挙管理委員会 
 
 
３ 協 力 団 体 
  和歌山県明るい選挙推進協議会  
  市町村明るい選挙推進協議会 
 
 
４ 実 施 期 間 
  告示日から選挙期日まで  
 
 
５ 啓発の内容  
 （１）基本方針  
    選挙は、県民が県政に参加する最も重要な機会であることを有

権者、特に若年層に対し、積極的に訴えるとともに「明るい選挙」

の実現と「投票総参加」を呼びかける。 
    また、候補者・選挙運動関係者に対しては選挙のルールに従っ

た「正しい選挙運動」を呼びかけ、もって明るくきれいな選挙の

実現を図る。  
    
 
 （２）実施方法  
       県及び市町村の選挙管理委員会は、相互に密接な連携を図りな

がら効果的に機能を分担し、関係機関及び関係団体との協力提携に

より、啓発事業の推進を図る。  
    実施に際しては、県及び市町村の広報担当課、生涯学習担当課

及び各報道機関に対して協力を求め、その浸透を図る。  
 
 
６ 実 施 事 業 
   別紙のとおり 
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別 紙                                                   
 
         実   施   事   業 

実 施 機 関
 実 施 時 期        説         明 

  県 市町村

 １ 印刷物による啓発 
 （１）ポスターの作成・配布 
 （２）チラシの作成・配布 
 （３）酒食提供禁止ポスター 
 （４）三者協議会要望文 
 （５）明推協･国民運動県本部会議要望書 
 （６）県・市町村の広報誌 
 
 
 ２ 街頭啓発 
   
 
 ３ テレビ、ラジオ等による啓発 
 （１）テレビ 
 （２）ラジオ 
 （３）インターネット 
    選管ホームページ 
    インターネット・ＳＮＳ広告 
     
    選挙啓発Twitter 
    選挙×WAKAYAMA FREE Wi-Fi 
  
 
 
（４）コンビニレジ画面広告 
  
 
４ 啓発依頼 
 （１）店内放送等による啓発依頼 

  

 （２）事業所等に対する啓発依頼 

 （３）県立図書館に対する啓発依頼 
  
 
 ５ 掲示、掲揚物による啓発 
 （１）懸垂幕・横幕 

 （２）立看板 

 （３）のぼり 
 
 
 ６ 広報車による啓発 

 
  
 
 

 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 

○ 
 
 
 

○ 
○ 
 

○ 
○ 
 

○ 
○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 
 
 
 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 
○ 
○ 
 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

○ 

 

○ 

 
 

○ 
 

 
 

 
告示日～投票日

〃 
〃 
〃 
〃 

直近号 
 
 

告示日～投票日

 
 
 

告示日～投票日

〃 
 
〃 
〃 
 
〃 
〃 
 

 

 

投票日の5日前～

投票日の前日

 

 

告示日～投票日

 

〃 
〃 
 

 

 

告示日～投票日

 
 
 
 

投票日の4日前～

投票日 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 街頭啓発用資材の作成 

    

  

  
 スポット放送(テレビ和歌山等) 
 スポット放送(和歌山放送等) 
 
 選管ホームページに関係記事掲載 
 ポータルサイトへの広告、ＳＮＳへの

 広告の掲載等 
 啓発についての情報を発信 
 WAKAYAMA FREE Wi-Fiに接続す 
 ると選管ホームページに接続されるよ

 う設定 
 
 県内のローソン、ファミリーマート 
 
 
  
 商業施設・主要駅等の放送設備を通じ

 ての啓発 

 従業員への周知依頼 
 選挙等に関する蔵書を集めた特設コー

 ナーの設置 
  
 
 振興局庁舎（海草除く）等 
 県庁正門前 
 交通量の多い場所を中心に設置 
  
 
 マグネット板貼付、啓発テープ放送 
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和和 歌歌 山山 県県 議議 会会 議議 員員 一一 般般 選選 挙挙 のの 告告 示示 日日 にに ああ たた っっ てて のの 県県 選選 挙挙 管管 理理 委委 員員

会会 委委 員員 長長 談談 話話   

 
 
本 日 、 和 歌 山 県 議 会 議 員 一 般 選 挙 が 告 示 さ れ ま し た 。 投 票 日 は 、 平 成

３ １ 年 ４ 月 ７ 日 （ 日 曜 日 ） で す 。  
こ の た び の 選 挙 は 、 県 民 の み な さ ん の 声 を 県 政 に 反 映 さ せ る 大 切 な 選

挙 で す 。  
有 権 者 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、 こ の 選 挙 の 意 義 を 十 分 に 認 識 さ れ 、

各 候 補 者 の 政 見 ・ 政 策 等 を 十 分 見 極 め ら れ た 上 で 、 棄 権 す る こ と な く 投
票 に 参 加 し 、 責 任 あ る 一 票 を 投 じ ら れ る よ う 切 望 い た し ま す 。  

年 度 の 変 わ り 目 の 中 で の 選 挙 で す の で 、 仕 事 や 学 業 、 旅 行 な ど の 用 事
で 、 投 票 日 当 日 に 投 票 で き な い 方 は 、 期 日 前 投 票 制 度 や 不 在 者 投 票 制 度
を 御 活 用 く だ さ い 。  

私 ど も 、 和 歌 山 県 選 挙 管 理 委 員 会 は 、 市 町 村 選 挙 管 理 委 員 会 を は じ め
と す る 関 係 機 関 と の 連 携 の も と 、 「 届 け よ う ！ み ん な の 声 を 県 政 へ ！ 」
の ス ロ ー ガ ン を 掲 げ 、 投 票 総 参 加 を 呼 び か け て 参 り ま す 。  

ま た 、 民 主 主 義 の 発 展 は 、 明 る く き れ い な 選 挙 が お こ な わ れ て こ そ 実
現 す る も の で あ り ま す 。 候 補 者 を は じ め 選 挙 運 動 関 係 者 に お か れ ま し て
も 、 選 挙 の ル ー ル を 守 り 、 公 正 な 選 挙 運 動 を 進 め ら れ ま す よ う 強 く 要 望
い た し ま す 。  

 
平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日  

和 歌 山 県 選 挙 管 理 委 員 会  
委 員 長  小  濱  孝  夫  

 
 
 
 

和和 歌歌 山山 県県 議議 会会 議議 員員 一一 般般 選選 挙挙 のの 投投 票票 日日 をを 迎迎 ええ てて のの 県県 選選 挙挙 管管 理理 委委 員員 会会

委委 員員 長長 談談 話話   

 
本 日 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 ７ 日 （ 日 曜 日 ） は 、 和 歌 山 県 議 会 議 員 一 般 選 挙

の 投 票 日 で す 。  
有 権 者 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、 選 挙 公 報 や 街 頭 演 説 あ る い は 今 回 か

ら 頒 布 が 解 禁 さ れ た 選 挙 運 動 用 ビ ラ な ど を 通 じ て 、 そ れ ぞ れ の 候 補 者 の
政 見 、 政 策 等 を ご 承 知 の こ と と 存 じ ま す 。  

今 回 の 選 挙 は 、 県 民 の 声 を 県 政 に 反 映 さ せ る 大 切 な 選 挙 で す 。  
今 一 度 、 有 権 者 の 皆 様 が 投 じ ら れ る 一 票 の 重 要 性 を ご 認 識 い た だ き 、

棄 権 す る こ と な く 選 挙 権 を 行 使 さ れ る こ と を 心 か ら 希 望 い た し ま す 。  
 
平 成 ３ １ 年 ４ 月 ７ 日  

和 歌 山 県 選 挙 管 理 委 員 会  
委 員 長  小  濱  孝  夫  
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要    望    書  
 
  本 日 、 和 歌 山 県 議 会 議 員 一 般 選 挙 が 告 示 さ れ ま し た 。  
  
 私 た ち は 、 今 日 ま で 様 々 な 機 会 を 通 じ て 、 明 る く き れ い な 選 挙 の 推 進
に 努 め て 参 り ま し た 。今 回 の 選 挙 に お い て も 、な お 一 層 決 意 を 新 た に し 、
有 権 者 に 投 票 総 参 加 と 明 る く き れ い な 選 挙 の 実 現 を 積 極 的 に 呼 び か け て
ま い り ま す 。  
 つ き ま し て は 、 貴 殿 に お か れ ま し て も 、 私 た ち の 決 意 を 十 分 ご 理 解 い
た だ き 、 選 挙 運 動 関 係 者 の 方 々 と と も に 、 明 る く き れ い な 選 挙 運 動 を 行
わ れ ま す よ う 強 く 要 望 い た し ま す 。  
 こ こ に 、 明 る く き れ い な 選 挙 の シ ン ボ ル で あ る 白 バ ラ を お 渡 し す る と
と も に 、 特 に 次 の こ と を 実 行 し て い た だ き た く お 願 い い た し ま す 。  
 
 １  お 金 の か か ら な い き れ い な 選 挙 の 推 進 に 努 め 、 選 挙 運 動  
  費 用 の 収 支 を 明 確 に し て お く こ と 。  
  ２  公 職 選 挙 法 等 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 絶 対 に 一 人 の 違 反 者 も  
  出 さ な い よ う に す る こ と 。  
 
 
 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日  
 

和 歌 山 県 明 る い 選 挙 推 進 協 議 会 
 

選挙をきれいにする国民運動和歌山県本部 
 
 
 
 

要    望    文  

 
 和 歌 山 県 議 会 議 員 一 般 選 挙 が ４ 月 ７ 日 に 行 わ れ ま す 。  
 
 私 た ち は 、 日 々 、 き れ い な 選 挙 の 推 進 に 努 め て い る と こ ろ で す が 、 今
回 の 選 挙 に お い て も 、選 挙 違 反 根 絶 に 向 け て 、な お 一 層 決 意 を 新 た に し 、
選 挙 運 動 に 関 す る 一 切 の 違 反 行 為 に 対 し て 、 厳 正 な 措 置 を 講 ず る 所 存 で
す 。  
 つ き ま し て は 、 候 補 者 及 び 選 挙 運 動 関 係 者 に お か れ ま し て も 、 法 令 を
遵 守 し 、 公 正 な 選 挙 運 動 を す す め ら れ る よ う 強 く 要 望 い た し ま す 。  
 ま た 、 有 権 者 の 皆 様 も 、 今 回 の 選 挙 の 意 義 を 十 分 に 認 識 さ れ 、 棄 権 す
る こ と な く 、 主 権 者 と し て の 強 い 自 覚 と 自 ら の 意 思 に 基 づ い て 良 識 あ る
一 票 を 行 使 さ れ ま す よ う 強 く 要 望 い た し ま す 。  
 
 
 平 成 ３ １ 年 ３ 月  

                        
和 歌 山 地 方 検 察 庁 検 事 正 

                        
和 歌 山 県 警 察 本 部 長 

                        
和歌山県選挙管理委員会委員長 
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第23表

違反文書図画の撤去命令等に関する調

１　法第１４７条の規定に該当するもの

４件 ３２５枚

１件 １６３枚

２　法第２０１条の１４の規定に違反するもの

１１件 １３３枚 －政　 　　　　　　党

政　 　　　　　　党

区　　    　分 撤　去　命　令 撤　去　警　告

－

区　　    　分 撤　去　命　令 撤　去　警　告

候　　　補　　　者 －
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